
 

郵送による入札の方法について（令和７年度から令和10年度までにおける大阪はびきの医療セ

ンターで使用する電気の調達に係る単価契約） 

 

〇郵送による入札方法を選ばれる場合は、下記のとおりといたします。  

 

(1) 郵送による入札書の受付期間及び提出場所  

ア 提出期限  

令和７年９月16日（火）午後４時までに必着のこと。 

提出期限を過ぎた場合は入札の無効となります。  

イ 提出方法   

入札書の提出は、郵便書留又は宅急便（受領確認がとれるものに限る）とする。  

ウ 提出場所  

〒583-8588 大阪府羽曳野市はびきの三丁目７番１号  

大阪はびきの医療センター事務局総務グループ  

エ 入札書（様式第６号）は封かん（資料（１）参照）しなければならない。  

(2) 提出に当たって、入札参加者は、入札資格がある旨記載された通知書（写し可）及び入札結

果通知書返送用封筒を同封（資料（２）参照）すること。この返送用封筒には、返送先を明記

し、返信用切手を貼ること。  

(3) 入札の結果  

入札の結果は、令和７年９月17日（水）に落札者を決定し、「入札結果通知書」を郵送による

入札参加者に発送する。  

(4) その他  

ア 入札書等の作成費用及び提出に要する郵送費用は、入札参加者の負担とする。  

なお、提出された申請書類は、返却しない。  

イ (3)の方法以外での入札結果についての問い合わせには、一切応じない。  

ウ 郵送等の配達状況は、郵便局または各宅配便ホームページにて確認することができる。  

エ 郵送等の事故により、入札公告等で指定した場所・期限までに入札書等が届かなかった場

合、大阪はびきの医療センターは一切の責めを負わない。  

 

〇入札方法等  

(1) 入札書（様式第６号）に記載する金額は、単価内訳で指定する計算方法、端数処理方法に従

い計算した契約金額の総額とし、消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。  

(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  

落札となるべき価格と同額の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きを行い落札者を決

定する。このとき、郵送による入札参加者が該当した場合は当該入札事務に関係のない大阪はび

きの医療センター職員にくじを引かせて落札者を決定する。 


